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介護負担感の関連因子を探る基礎作業として，年齢や性別などの介護者の基本属性，介護期
間などの介入困難な因子について検討した。
対象は，Ａ県下の７保険者において，介護保険の在宅サービスを利用していたすべての要介

護者の介護者（7,278人）である。回収数（率）3,610（49.6％）のうち，主介護者によって回答され
た3,149人を分析対象とした。主観的介護負担感（８点から32点で，得点が高いほど介護負担
感が高い）と主介護者の基本属性（性別，年齢，続柄），および介入困難な因子（要介護者の
障害老人の日常生活自立度，認知症老人の日常生活自立度，要介護度，１日の平均介護時間，
目の離せない時間，介護期間）の９因子との関連を検討した。
介護負担感は，介護者が女性で，高齢，続柄が妻の場合に，有意に高かった。しかし，例え

ば，男性の介護負担感の平均値は26.3±5.3，女性は27.2±5.4で，その差は0.9点と小さかっ
た。また，どの年齢・性別においても，障害が重く，介護時間が長くなるに伴い，介護負担感
が有意に高くなる傾向がみられた。ただし，その結果は，介護負担感スケールで何点以上を
「高い」とするのか，平均値でみるのかという変数の扱い方によっても変動した。介護期間に
ついては，長いほど介護負担感が高い傾向を示したが，統計学的な有意差は65歳未満の女性で
のみみられた。
介護負担感は，介護者が女性で，高齢，続柄は妻で有意に高く，障害の重症度が重い群，も

しくは介護時間が長い群で，介護負担感が高くなるという傾向が確認された。今後の介護負担
感研究においては，介護負担感との間に統計学的に有意な関連が認められた（介護期間を除
く）８つの交絡因子を考慮して分析を行うことが望ましいと考えられた。

要介護高齢者，家族介護，介護負担感，日常生活自立度，性差

Ⅰ

家族介護者の介護負担感を軽減する適切な支
援が求められている。そのためには，まず，介
護負担感と関連する因子を明らかにする必要が
ある。先行研究では，認知症に伴う問題行
動1)-4)，１日の平均介護時間4)5)，副介護者の有
無1)6)-8)，経済状態1)8)，就労の有無1)6)7)などが，

関連する因子として報告されている。しかし，
これらを比べてみると，ほとんどすべての因子
において結果が一致していない。一例をあげれ
ば，要介護度３で介護負担感がピークを示すと
いう研究5)，ボトムを示すとするもの9)，また
は関連がないとする知見10)-12)もある。
このように研究結果が異なる理由としては，
サンプルの偏り，異なる尺度を用いていること，
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(単位 人，( )内％）

総数 65歳未満 65歳以上
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夫
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注 欠損値があるため，合計は総数と必ずしも一致しない。

続柄
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交絡因子によるバイアス，誤差などいろいろな
ものが考えられる。
また，先行研究では，年齢などの「基本属

性」や，介護期間などの「介入困難な因子」と，
介護についての情報の提供などの「介入可能な
因子」を区別せず，分析しているものが多い。
しかし，介入支援策を探る立場からみると，介
護者の性別・年齢や，介護期間，要介護老人側
の因子は通常，介入することができない13)14)。
そのため，介護者の「基本属性」や「介入困難
な因子」を考慮しつつ，それとは区別して「介
入可能な因子」を探索することが必要である。
そこで，介護負担感と関連する「介入可能な

因子」を探る（次号「第２報」で報告）ための
基礎作業として，小論（第１報）では，今後の
介護負担感研究において考慮すべき「介護者の
基本属性」や「介入困難な因子」を検討し，従
来の研究間で結果が一致しない理由について考
察した。

Ⅱ

（
；愛知老年学的評価研究）プロジェク

ト15)の３つのデータベースのうち，「介護者調
査」データベースの一部を用いた。対象はＡ県
下の７保険者において2003年５月１日時点で，
在宅サービスを利用していたすべての要介護者
の介護者（7,278人）である。ケアマネジャーを
通じて自記式調査票を配布し郵送で回収した。
なお，各保険者と日本福祉大学とは政策評価分
析に関する総合研究協定を結んでおり、データ
は政策評価分析の目的にのみに使用し個人情報
取り扱い特記事項を遵守した。回収数（率）
3,610（49.6％）のうち，主介護者によって回答
された3,149人を分析対象 とした。
回答した主介護者は，65歳未満が1,966人と

全体の63.5％を占め，女性が77.3％と多く，続
柄では，嫁が1,047人（34.0％）と一番多く，
次いで娘688人（22.4％），妻562人（18.3％）
であった。

調査票はＡ４で15ページ，広範な項目からな
るが，本研究では，介護負担感尺度，主介護者
の性別・年齢・続柄，要介護者の障害老人の日
常生活自立度・認知症老人の日常生活自立度・
要介護度，１日の平均介護時間，目の離せない
時間，介護期間の項目を用いた。
介護負担感は， （日本福祉大学）版介

護負担感尺度（2003年度版）で測定した。この
介護負担感尺度は，中谷ら7)の介護負担感尺度
10項目に，経済状態と家族・親族の人間関係の
あつれきを問う２項目を加えた12項目・４段階
評定の尺度である。この尺度は，2県下10保険
者で実施した調査から信頼性と妥当性が検証さ
れており16)，「主観的介護負担感」「介護継続意
思」「世間体」の３つの下位尺度からなる。本
研究においては，このうち「主観的介護負担
感」（８項目，８点から32点満点の配点となり，
得点が高いほど介護負担感が高い）を用いた。
１日の平均介護時間については，「この１週

間，あなたは１日当たり平均何時間お世話（食
事・着替え・歩行・排泄など）していますか」，
目の離せない時間については，「この１週間，
あなたが介護をしている方から目が離せない時
間は，１日に何時間ですか」という質問項目で，
介護者に答えてもらった。「２時間未満」から
「４時間以上」の間を１時間刻みの４区分とした。
介護期間については，「あなたが，介護を始

めてからおよそ何年になりますか」とたずね，
「２年以下」から「５年以上」の間を１年ごと
の４区分した。
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主観的介護負担感1) 多重比較（ 法）

寝たきり度2)

正常・Ｊ Ａ Ｂ Ｃ

男性
65歳未満 正常・Ｊ，Ａ，Ｂ＜Ｃ＊

65歳以上 正常・Ｊ＜Ｂ，Ｃ＊

女性
65歳未満 正常・Ｊ，Ａ＜Ｂ，Ｃ＊

65歳以上 正常・Ｊ，Ａ＜Ｂ＊

認知症度3)

正常 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ・Ｍ

男性
65歳未満 正常，Ⅰ＜Ⅲ，Ⅳ・Ｍ＊

65歳以上 正常，Ⅰ＜Ⅲ＊

女性
65歳未満 正常＜Ⅰ＜Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ＊

65歳以上 正常，Ⅰ＜Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ＊

要介護度

要支援・要介護１4) ２ ３ ４ ５

男性
65歳未満 １＜４，５＊／２，３＜５＊

65歳以上 １＜４＊／１，２＜４，５＊

女性
65歳未満 １，２＜４，５＊

65歳以上 １＜２，３，４，５＊

１日の平均介護時間

①２時間未満5) ②２～３時間未満 ③３～４時間未満 ④４時間以上

男性
65歳未満 ①＜③＊／①，②＜④＊

65歳以上 ①＜③＊／①，②＜④＊

女性
65歳未満 ①，②＜③＜④＊

65歳以上 ①＜③＜④＊／②＜④＊

目の離せない時間

①２時間未満5) ②２～３時間未満 ③３～４時間未満 ④４時間以上

65歳未満
男性

①＜④＊

65歳以上 ①＜③，④＊／②＜④＊

女性
65歳未満 ①＜②，③，④＊／②＜④＊

65歳以上 ①＜②＜④＊／①＜③＜④＊

介護期間

２年以下 ３年 ４年 ５年以上

男性
65歳未満
65歳以上
女性
65歳未満 ２年以下＜５年以上＊

65歳以上

注 1) 平均±標準偏差（人）
2) 障害老人の日常生活自立度
3) 認知症老人の日常生活自立度
4) 要支援・要介護度１は，分散分析（ 法）では，「１」と省略して表記した。
5) ２時間未満は，分散分析（ 法）では，①と省略して表記した。
6) ＊ｐ＜0.05， ：有意差なし

第53巻第11号「厚生の指標」2006年10月
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注 ｐ＜0.01

第53巻第11号「厚生の指標」2006年10月

主介護者の性別・年齢・続柄などの基本属性
と介護負担感の関連についてまず検討した。そ
の結果，有意差のみられた４群に層別化した後，
介入困難な因子について分析した。
統計学的な検定には，ｔ検定，χ2検定，

の積率相関係数，分散分析，多重比較
には 法を用い，分析ソフトとして

12.0Ｊを用いた。

Ⅲ

介護負担感の平均値は男性で26.3±5.3，女
性は27.2±5.4で，0.9点とわずかだが有意に女
性で高かった（ｐ＜0.01）。また，年齢が高い
ほど介護負担感が高いという，ごく弱い相関関
係（ｒ＝0.06，ｐ＜0.01）を示した。また，65
歳以上（20.0±4.9）が，65歳未満（19.4±
4.8）に比べ，その差は0.6点と小さいが有意に
高かった（ｐ＜0.01）。
年齢・性別では，65歳以上女性（20.5±4.8)

で，65歳未満女性（19.4±4.7），65歳以上男性
（19.0±5.0），65歳未満男性（18.8±5.0）に
比べ有意に介護負担感が高かった（ｐ＜0.05）。
続柄別では，妻（20.8±4.6）は，嫁（19.8±
4.6），夫（18.9±5.0），娘（19.0±4.9），息子
(18.8±5.0）より有意に高かった（ｐ＜0.05）。

性別，年齢群間に小さいが統計学的に有意な
差が示されたため，以後の分析は，４群に分け
て行った。多重比較（ 法）を行った結
果を に示した。
寝たきり度，認知症度（痴呆度），要介護度

が重い群，１日の平均介護時間，目の離せない
時間が長い群で，介護負担感が有意に高くなっ
ていた。
介護期間については，65歳未満女性において

のみ，介護期間が５年以上の場合に，２年以下
に比べて介護負担感が統計学的に有意に高かっ
た（ｐ＜0.05）。その他の３群においては，これ

らが長い群で介護負担感が高い傾向を示したが
有意ではなかった。介護期間を３区分（２年未満，
２年以上４年未満，４年以上），２区分（２年
未満，２年以上）しても有意にはならなかった。

変数の扱い方による違いをみるために，サン
プルが一番多い65歳未満女性で，要介護度と介
護負担感の関係を図示した 。要介護度
別に，介護負担感の４分位（16点以下，17～20
点，21～23点，24点以上）を示したものである。
例えば，24点以上を介護負担感が「高い」群
とした場合には，要介護度３で最も多くなるが，
21点以上で区切ったり平均値 でみた場
合，要介護度５で介護負担感は最多（高）値を示
す。
このことから，介護負担感をどこで「高い」
と区切るのか，平均値でみるのかという変数の
扱い方でも，どこで最高値を示すのかという研
究結果が異なることがわかる。

Ⅳ

本研究では，男性より女性で，また年齢が高
くなるほど介護負担感が有意（ｐ＜0.01）に高
かった。しかし，それはサンプル数が多い
（ｎ＝3,149）ために統計学的に有意となった
と思われるほど，わずかな差（男女差0.9点，
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年齢２群間の差0.6点）であった。試しに，先
行研究の平均的なサンプル数300例を，今回の
対象データからランダムに選択し，再分析を10
回試行すると，統計学的な有意差はみられなく
なった。
先行研究で介護者の性別と介護負担感の関連

をみると，関連「なし」とする研究1)4)5)17)18)が
多いが，男性より女性のほうが有意に高いとい
う報告8)19)と，それとは反対のもの20)もあり，
結果が一致していない。ただし，これらの中で，
サンプル数が595人，833人と１番目と２番目に
多い２つの研究8)19)では，ともに女性で介護負
担感が有意に高い。唯一男性介護者で高いとす
る報告20)は，海外での研究である。ただし，わ
れわれとは異なる報告をレビューした山田らは，
国内外を問わず女性介護者のストレスレベルは
男性介護者よりも高い傾向があると述べている19)。
介護者の年齢について先行研究をみると，介

護負担感と関連がないという研究が多い7)12)17)

が、それらの数値をみると、統計学的には有意
でなくとも，年齢の高い方で負担感が高い傾向
を示すものが多い。また，先行研究において，
介護負担感と関連する他の要因と比べ，基本属
性の影響は弱い。
以上から，介護者の基本属性と介護負担感と

の関連は，多数例を集めた場合に統計学的に有
意となる弱いものだが，男性より女性で，若年
より高齢の介護者で高いと考えられる。

年齢と性別で４群に層別化して検討したとこ
ろ，障害が重い群で介護負担感が高いという，
統計学的に有意な関係が示された。ただし，そ
れは必ずしも単純な線形の関係ではなかった。
先行研究では，線形を仮定した重回帰分析が多
く用いられている3)17)21)22)が，このことは，その
適用と解釈にあたっては慎重さが必要であるこ
とを意味している。
介護期間と介護負担感の関係については，期

間が長くなるほど介護負担感が高くなるとする
報告1)2)8)18)21)と，関連がないとする報告4)5)8)11)19)

がある。今回は、期間が長いほど介護負担感が

高い傾向を示した。ただし，統計学的に有意な
のは，65歳未満の女性のみであった。
こうした知見の違いが生じる背景として，

23)は，「介護期間が長いほど，介護に疲
れて疲弊し介護負担感が高くなる（

）」「介護期間が長くなるほど介
護に慣れて介護負担感が軽くなる（

）」「介護期間と介護負担
感にはあまりかかわりがない（

）」などのモデルがありうるとしている。
実際には，これらのモデルが混在していると考
えられる。また，荒井24)は， が示した
３つのモデルのどれに属するのかは，介護者の
性格や資質によるものの，物質的・精神的援助
のあり方によって「介護期間が長いほど，介護
に慣れて介護負担感が軽くなる」モデルを増加
させることが可能であろうとしている。
今後は，介護者の性格や資質，援助のあり方
など，介護期間と介護負担感の関係に交互作用
を与える要因を考慮した分析が求められる。

今回の検討で介護負担感をどこで「高い」と
区切るのかなど，変数の扱い方でも，研究結果
が異なる理由の１つとなることが確認された。
この他に，従来の研究結果が異なる理由とし
て，対象者が１つの病院や訪問看護ステーショ
ンなどの利用者であることによる偏り，サンプ
ルサイズが数十例と少ないこと，信頼性・妥当
性の検証されていない尺度を用いていることや
誤差などが考えられる。
今後の研究においては，代表性のある多数例
のサンプルを対象に，信頼性・妥当性が検証さ
れている尺度を用い，今回明らかにした８つの
交絡因子（年齢・性別・続柄・障害老人の日常
生活自立度・認知症老人の日常生活自立度・要
介護度・１日の平均介護時間・目の離せない時
間）などを，考慮したうえで分析を進めるべき
であることが示唆された。
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Ⅴ

介護者が女性で，高齢，続柄は妻である場合
に，介護負担感が高いという統計学的に有意な
関連が認められたものの，それは大きな対象者
数の時にようやく有意となる程度の弱い関連で
あった。また，障害の重症度が重く，介護時間
が長い群で介護負担感が高いという有意な関係
が示されたが，介護期間については，65歳未満
の女性でのみ，有意な関連を認めた。
今後の介入可能な因子を探る研究においては，

本研究において介護負担感との間に統計学的に
有意な関連がみとめられた（介護期間以外の）
８つの交絡因子を考慮して分析を行うことが望
ましいと考えられる。

本研究は学術フロンティアの助成を受け、日
本福祉大学21世紀 プログラムの一環とし
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